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1

代表理事　中下裕子

eportR
プラスチック汚染の危機にどう対処するか

　 はじめに

　海洋プラスチックごみによる地球
規模の汚染が世界的な課題となって
います。陸上から海洋に流出される
プラスチックごみの量は世界全体で
年間800万トンにも及んでいると推
計されています。エレン・マッカー
サー財団の報告書（2016年）によ
ると、容器包装プラスチックの使用
は、1964年の1500万トンから、2014
年の3億1100万トンへと過去50年の
間に急増しており、今後20年で現在
の生産量の2倍になると予測されて
います。そして、このまま増加が続く
と、2050年には海洋中のプラスチッ
クの量が魚の重量を上回ると試算さ
れているのです。
　さらに、21世紀に入って、海洋プ
ラスチックごみの環境中の挙動に関
して、ふたつの重要な事実がわかっ
てきました。ひとつは、海洋プラス
チックごみが、環境中で紫外線、
熱、波の力などによって壊れて微細
な「マイクロプラスチック」とな
り、北極から南極、海洋表層から深
海底まで、地球の海全体に広がって
いることです。このようなマイクロプ
ラスチックはプランクトンと一緒に
餌として海洋動物に摂取され、食物
連鎖を通じて地球生態系全体を汚
染しているのです。
　ふたつ目は、これらのマイクロプ
ラスチックには、PCB等の有害化
学物質を吸着する性質があることで
す。したがって、海洋生物はマイク

ロプラスチックとともにPCB等の有
害化学物質を摂取することになりま
すので、食物連鎖を通じて人間を含
む地球生態系に悪影響を及ぼすこと
が懸念されています。
　こうしたことから、今や海洋プラ
スチックごみ問題は浮遊・漂着ごみ
問題にとどまらず、「プラスチック問
題」として抜本的な対策が求められ
ています。そこで、この問題に対す
る国際的・国内的取組みを紹介する
とともに、私たちは素材としてのプ
ラスチックにどう向き合うべきか、
プラスチック汚染の危機にどう対処
すべきかを考察したいと思います。

国際的な 
動き

　この問題は、国連の持続可能な
開発目標（SDGs）のほか、G7や
G20でも取り上げられてきていま
す。2018年6月のG７シャルルボワ
サミットでは、「海洋プラスチック憲
章」が米国と日本を除く参加国に
よって承認され、日本が議長を務め
る2019年６月のG20でも、これらの
問題が取り上げられることになって
います。
　こうした動きを受けて、各国では
プラスチック対策が進められていま
す。中でもEUでは、2015年12月に
「サーキュラー・エコノミー・パッ
ケージ」（製品と資源の価値を可能
な限り長く保全・維持し、廃棄物の
発生を最小限化することにより、持
続可能で低炭素かつ資源効率的で

競争力のある経済への転換を目指す
政策パッケージ）が採用されていた
ところ、これに基づく「EUプラス
チック戦略」を2018年1月に策定し
ました。そして、同年12月にはシン
グルユース・プラスチックに関する
規制案を公表しています（図表1）。
　この他、フランス、イタリア、イ
ギリス、台湾、コスタリカ、マレー
シア、インド、ケニア、ニュージー
ランド、インドネシア、韓国などで
も次々と使い捨てプラスチック等の
規制の動きが進められています。

日本の 
動き

　こうした世界と比較すれば、明ら
かに日本の取組みは遅れていると言
わざるを得ません。
　周知のとおり、日本では、「循環
型社会形成推進基本法」「容器包
装リサイクル法」等の下で、容器包
装プラスチックの循環利用が進めら
れてきています。一般社団法人プラ
スチック循環利用促進協会の報告
（2017年）によれば、廃プラスチッ
クのリサイクル率は27.8％（マテル
アルリサイクル23.4％、ケミカルリ
サイクル4.4％）にすぎず、エネル
ギー回収がその倍以上の58.0％を占
め、残る約14％が未利用廃プラ（単
純焼却・埋立）となっています。
　環境省は、上記のリサイクル率と
エネルギー回収率を合わせて85.8％
の有効利用率を達成していると胸を
張っていますが、まず熱回収をリサ



3JEPAニュース Vol.116 Apr.2019

イクルと同等に扱うことは適切では
ありません。また、このような「廃
プラの循環利用がうまくいってい
る」という誤った認識が、「使い捨
てプラスチックの使用禁止」など世
界的に進められている発生抑制対策
において日本の取組みの遅れを招い
ているといえます。
　国連環境計画（UNEP）の報告書
（2018年）によれば、国民1人当たり
のプラスチック容器包装の廃棄量の
比較では、日本の1人当たりのプラ
スチック容器包装の廃棄量は米国
に次いで2番目に多いと指摘されて
います。日本でのペットボトルの

2017年の販売量は何と227億本にも
上ります。たとえリサイクル率が9割
に向上しても、約22億本は未利用
廃プラとして残ります。例えばその
うちの1割が海洋に流出すると仮定
しても、年間2億本を超えるペットボ
トルが海洋ごみになり、やがてマイ
クロプラスチックとなって長期間に
わたって海を汚染し続けることにな
ります。これではプラスチック汚染
の危機は解決できません。この問題
の抜本的解決のためには、何といっ
ても発生抑制、つまり製造量を大幅
に削減することが不可欠なのです。
　G7シャルルボワサミットで「海

洋プラスチック憲章」の署名を見
送った後の2018年8月から、ようや
く環境省でも「プラスチック資源循
環戦略」の策定作業が始まり、同
年11月には戦略案が発表されました
（図表2）。同案には、「2030年までに
ワンウェイプラスチックを累積25％
排出抑制」などの達成年限と数値目
標が明記されていますが、その実現
のための具体策はほとんど書き込ま
れておらず、実現可能性に疑問が
残ります。そもそも、同案ではプラ
スチックという素材にどう向き合う
のかという根本的な考察が完全に欠
落しています。そのため、実現可能

図表1

中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環戦略小委員会（第5回）議事次第・配布資料より抜粋
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性に疑問が残るものにとどまってい
ると言わざるを得ません。

プラスチックの 
功罪

　そこで、プラスチックという素材
に私たちはどう向き合えばよいのか
について考えてみたいと思います。
　プラスチックは可塑性に富む、軽
量で透明、着色しやすい、振動・音
を吸収する、衝撃を緩和する、柔軟
性がある、熱を伝えにくい、電気絶
縁性がある、水に強い、酸・アルカ
リに耐えるものが多い、液体は通さ
ず気体は透過させるものが多い、価
格が安いなど数々の利点があるとい
われています。こうした利便性によ
り、プラスチックは発明後わずか
100年間で私たちの生活のすみずみ
まで浸透するようになっています。
特に、容器・包装分野での普及は
目覚ましく、食品貯蔵寿命の延長や
重量軽減により輸送燃料の削減に
寄与したなどと評価されています。
　しかし、このような長所は実は短
所でもあるのです。「軽くて安価」と
いう利点は、裏を返せば「ごみとし
て捨てられやすい」という欠点でも
あり、「水、酸・アルカリに強い」と
いう耐久性の利点と相俟って、今日
の海洋プラスチック汚染を引き起こ
しているといえます。また、「可塑性
に富む」という利点を生み出すため
に、プラスチックには可塑剤などの
添加剤が多用されており、それらの
中にはノニルフェノール、フタル酸

化合物、臭素化ジフェニルエーテ
ルなどの有害化学物質もあり、プラ
スチック製品の使用に伴う人・生態
系への影響が懸念されています。

プラスチックの 
問題点

　ここで、プラスチックの問題点を
整理してみましょう。第一に、既述
のようにプラスチックは環境中で微
細化してマイクロプラスチックに
なって長期間環境中に残留するとと
もに、それが PCBなどの有害化学
物質を吸着して野生生物の体内に
取り込まれ、やがて食物連鎖を介し
て生態系に影響を及ぼすおそれがあ
ることです。高田秀重東京農工大教
授によれば、このような有害物質が
吸着したマイクロプラスチックは、
生物に取り込まれた後、それ自体は
排出されても、有害物質の一部は生
物の脂肪や肝臓に蓄積することが野
生の海鳥で確認されているそうです。
　第二に、既述のとおりプラスチッ
ク製品は材料に添加剤を加えて改
質が施されており、添加剤には環境
ホルモンなどの有害物質が使用され
ていることです。添加剤は各プラス
チック特有のものが多く、実際に使
われているプラスチックには必ず何
か添加されているといわれていま
す。当然のことながら、私たちはこ
れらのプラスチック製品の使用に
伴って有害物質のばく露を受けるお
それがあります。また、リサイクル
の過程を通じて汚染物質が拡散さ

れることになります。さらに、添加
剤については企業秘密とされてその
成分・毒性等が公開されていませ
ん。このため、気付かない間に有害
物質にばく露することもあります。
　第三に、そもそもプラスチックは
石油を原料としていますので、脱炭
素社会とは相容れない素材であると
いうことです。

プラスチック戦略の 
あり方

　では、このような利点と問題点を
踏まえて、持続可能な社会を構築す
る上で、私たちはプラスチックにど
のように対処すべきでしょうか。
　プラスチックが海洋でマイクロプ
ラスチックとなって長時間残留し、
地球の海全体に広がって回収不能
であることや、そのマイクロプラス
チックが有害物質を吸着し、野生生
物に取り込まれ食物連鎖を通じて地
球生態系に重大な影響を及ぼすお
それがあることは、たとえプラス
チックにどのような利点があって
も、持続可能な社会を構築する上で
決して看過することのできない重大
な問題です。このようなプラスチッ
クの性質が改善されるか、又は海洋
への流出を完全に防止できない限
り、人類にとってプラスチックはコ
ントロール不能な素材であり、
DDT、PCBなどの POPs同様、原
則として廃絶するしかないと思いま
す。DDTや PCBも、その利便性
の高さから発明当時は絶賛され、
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ノーベル賞なども授与されたにもか
かわらず、数十年後には、地球規
模で汚染が広がり、人や野生生物
の体内に蓄積して生態系に重大な
影響を及ぼしていることが判明し、
使用廃絶することになりました。こ
のような「利便性の落し穴」を、私
たちは忘れてはなりません。
　また、言うまでもなく、プラス
チックは石油から作られており、そ
の意味で石油時代の申し子です。脱
炭素社会を構築する上では、これま
でのような使い捨ての大量使用は抜
本的に改める必要があります。
　さらに、プラスチックの循環利用
をする場合には、有害物質を排除す

る規制の導入が不可欠です。プラス
チック製品への有害化学物質の含
有を禁止するとともに、添加剤につ
いては安全性が確認された物質の
み使用を認めるポジティブリスト制
をすみやかに導入することが求めら
れます。
　このように、プラスチックという
素材については、現在のような使い
捨ての利用はすみやかに廃止すると
ともに、他の製品については、用途
ごとにその必要性・代替可能性・社
会的経済的影響を勘案して段階的
に廃止年限を定め、どうしても代替
品がない用途についてのみ例外的に
使用を認めるべきです。また、循環

利用を認める場合には、製品への有
害化学物質の使用禁止及び添加剤
のポジティブリスト制の導入、並び
にその表示の義務化を行う必要があ
ります。このような基本方針を定め
るとともに、用途ごとの使用廃絶ま
でのプロセスを総合的・計画的に進
めるための戦略こそが、プラスチッ
ク汚染の危機を回避するための「プ
ラスチック戦略」のあり方ではない
でしょうか。手遅れになる前に、環
境省のみならず国を挙げて、このよ
うな戦略が策定されることを心より
願っています。

図表2

中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環戦略小委員会（第5回）議事次第・配布資料より抜粋
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2

理事・弁護士　成嶋悠子

eportR
サーキュラー・エコノミー（循環経済）
新たな経済モデルとして注目されている
「サーキュラー・エコノミー（循環経済）」についてご紹介します。

サーキュラー・エコノミー 
とは

　サーキュラー・エコノミー
（Circular Economy、以下CE）と
は、日本語では循環経済と訳され、
再生し続ける経済環境を指し、調
達、生産、消費、廃棄といった一方
向の流れではなく、リサイクル、再
利用、再生産、省資源の製品開
発、シェアリングなどを通じた資源
循環の実現を目指す概念です。
　また、製品、部品、資源を最大限
に活用し、それらの価値を目減りさ
せずに永続的に再生、再利用し続け
るビジネスモデルも意味します。

CEへの 
転換の必要性

　従来の経済モデルは、「取って、
作って、捨てる」ことが原則とされ
ており、一方通行型の線形経済モ
デルとなっていました。
　これに対し、CEでは、資源を最
大限に活用し、価値を維持させ、可
能な限り廃棄物を減らす（ループを
閉じる）ことが求められており、循
環型の経済となっています。
　なぜ、今、循環型の経済が必要
なのかというと、天然資源には限界
があり、一方通行型の経済モデルを
続けていくことは困難であるからで
す。大量生産、大量消費、大量廃
棄のサイクルから脱却し、これまで
無駄と考えられてきた、あらゆるも
のを、価値あるものへと変えること
が求められています。例えば、資源

の無駄、まだ使用できるにもかかわ
らず破棄されている製品、使われて
いないもの、捨てられる素材等、沢
山の無駄が存在しています。
　CEのビジネスモデルを実践し、
無駄を価値あるものに変えていくこ
とで、2030年までに新たに4兆5000
億ドルもの経済価値を生み出せるこ
とが明らかになっています（アクセ
ンチュアの調査による）。

CE 
5つのアプローチとテクノロジー

　CEの実現のためのビジネスモデ
ルは、5つのアプローチに整理され
ています。また、このビジネスモデ
ルを拡張するためには、革新的な技
術の活用が不可欠です。

（1）5つのアプローチ

❶循環供給（Circular Supply-Chain）
―有毒でライフサイクルが一度限
りの原材料をやめ、完全に再生利用
可能なもの、または生物分解が可能
な原材料に切り替えることです。
❷回収とリサイクル（Recovery & 
Recycling）―これまで廃棄物と見
なされてきたあらゆるものを、他の
用途に活用することを前提とした生
産、消費システムの構築です。
❸製品寿命の延長（Product Life-
Extension）―製品を回収し、修理
やアップグレード、再製造、再販す
ることによって製品を保守、改善す
ることで新たな価値を付与し、可能
な限り製品寿命を延長します。

❹プラットフォームの共有（Sharing 
Platform）―使用していない製品
の貸し借り、共有、交換によって、
より効率的な製品、サービスの利用
を可能にします。
❺製品のサービス化（Product as a 
Service）―製品、サービスを、利
用した分だけ支払うモデル。販売量
よりも、顧客にもたらす成果を重視
します。処分のしやすさよりも耐久
性が重んじられ、企業と消費者の関
係性の持ち方も変化します。

（2）3つの技術

❶デジタル技術―モバイル、
ソーシャル・メディア、M2M（マ
シン・トゥ・マシン）コミュニケー
ション、クラウド・コンピューティ
ング、ビッグデータ・アナリティク
ス等の技術が、主要な技術として挙
げられます。デジタル技術によっ
て、ユーザー間、機器間、管理シス
テム間で、リアルタイムでの情報交
換が可能となります。また、顧客と
の関係が持続するようなビジネスを
可能とします。
❷物理的技術―モジュラーデザ

イン、スマートリサイクル、ライフ
&マテリアルサイエンスの3つの技
術が重要です。これらの物理的技術
によって、新製品の製造における生
産資源の活用が可能となります。ま
た、リサイクルのための製品や資源
の回収、返品、加工を高いコスト効
率で行うことが可能になります。
❸ハイブリッドテクノロジー―ト
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レース&リターンシステムや3Dプ
リンタ等の技術が挙げられます。

（3）事例紹介

　オランダの照明大手企業シグニ
ファイ（旧フィリップス・ライティン
グ）は、照明を「製品」ではなく、
「照明管理サービス」として売るビ
ジネスモデルを採用しています。設
計から設置、保守をまとめてリース
契約し、効率的で製品寿命の長い
照明を提供しています。
　また、フランスのタイヤ大手メー
カーミシュランは、タイヤを「製
品」として売るビジネスモデルか
ら、タイヤにセンサーを付けて「走
行距離」を売るビジネスモデルに転
換しました。

EUの 
取り組み

　EUでは、2015年12月、欧州委
員会が、CEの実現に向けた EU行
動計画「サーキュラー・エコノ
ミー・パッケージ（Closing the 
loop-An EU action plan for the 
Circular Economy）」を、世界で初
めて採択しました。
　この行動計画は、①生産、②消
費、③廃棄物管理、④再資源化、
⑤重点分野、⑥研究開発と投資、
⑦進捗評価、⑧結論の8つの大項目
で構成されており、それぞれの段階
ですべきことが明確化されています。
　例えば、③廃棄物管理について
は、家庭ごみのリユース・リサイク
ル率を2025年までに60％（2030年ま
でに65％）にするという高い数値目

標を掲げ、レジ袋やプラスチック容
器のリデュースも推進されています。

　 おわりに

　生産と消費のあり方を変革し、資
源効率的で持続可能な社会を実現
するためのアプローチとして、CE
の推進は有効であると考えられま
す。また、CEを推進する流れは、
環境問題を、経済に取り入れていく
ための一つの好機であるといえます。
　今後、日本においても、CEの実
現のための様々な取り組みが推進さ
れることが、期待されます。

[参考文献]
レイシー &ルクトヴィスト著、アクセンチュア・
ストラテジー訳『サーキュラー・エコノミー―
デジタル時代の成長戦略』2016年、日本経済新
聞出版社

図表1│エレン・マッカーサー財団が提案するサーキュラー・エコノミーの概念図

Ellen MacArthur Foundation circular economy team drawing from Braungart & McDonough and Cradle to Cradle （C2C）より
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3

理事・弁護士　橘高真佐美

eportR
ストックホルム条約最新情報

ストックホルム条約 
とは

　ストックホルム条約（以下「条約」
といいます）は、環境中での残留性、
生物蓄積性、人や生物への毒性が
高く、長距離移動性が懸念される
PCBやDDT等の残留性有機汚 
染物質（POPs：Persistent Organic 
Pollutants、以下「POPs」といいます）
の製造及び使用の廃絶・制限、排
出の削減、これらの物質を含む廃棄
物等の適正処理等を規定している
条約です。
　5回の政府間交渉委員会を経て、
2001年5月にストックホルムで開催
された外交会議で採択されました。
2004年2月17日、締約国数が50に達
したことを受け、その90日後の2004
年5月17日に条約は発効しました。
　条約制定時には、当会議も、市
民社会の一員として政府間交渉に参
加し、その様子や条約の動向を
ニュースレターでも報告してきまし
た（「JEPAニュース」Vol.4、8、9、
12、17、18等）。

増える 
規制対象のPOPs

　ストックホルム条約では、POPs
を次の3つの附属書に指定して規制
を行います。

附属書 A　製造・使用・輸出入の
原則禁止
附属書 B　製造・使用・輸出入の
原則制限

附属書C　非意図的生成物の排出
制限・廃絶

　残留性有機汚染物質検討委員会
（POPRC）における専門家による検
討を経て、2年に1度行われる締約国
会議（COP）において新たにPOPsに
指定される物質が追加される仕組み
となっています。条約の採択時に附
属書 A～ Cに記載されていたの
は、「陸上活動から海洋環境の保護
に関する世界行動計画」の中で排
出の廃絶・低減等を求められた12の
POPs＊1だけでした。しかし、条約
発効後、2017年5月に行われた第8
回締約国会議までに、図表1のリス
トにある17物質が追加されました。

追加された 
POPsについて

　条約発効時の附属書に掲載され
ていた12物質は、すでに日本では、
「化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律」（化審法）により、
必要不可欠な用途以外では製造・
輸入の許可が得られない第一種特
定化学物質の対象となっていまし
た。そのため、条約は日本には大き
な影響を与えるものではないと思っ
た方もいるかもしれません。しかし、
その後、新規に追加された POPsは
臭素系難燃剤や一部の有機フッ素
系化合物など、日本でも製造・輸入
された実績があったもので、条約の
規制対象となったことにより、新た
に化審法の第一種特定化学物質に

指定され、製造・輸入が原則禁止
となったものが多くあります。
　たとえば、COP7で追加されたペ
ルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）は、ある調査＊2では、血液
中の平均値は 4.1ng/mL、食事経由
の摂取量の平均値は0.57ng/kg体 
重 /日という結果が出ており、私た
ちが PFOSにばく露していることが
分かります。COP8で追加された短
鎖塩素化パラフィン（SCCP）につい
ては、日本で販売されている中国製
の縄跳びから1万9808ppm の SCCP
が検出されるなど（「JEPAニュー
ス」Vol.106、10頁）、日本の消費者
製品にも含まれていました。

COP9に 
向けて

　2019年4月に開催されるCOP9で
は、有機フッ素化合物であるペルフ
ルオロオクタン酸（PFOA）とその
塩及び PFOA 関連物質が追加され
る見込みです。さらに、ペルフルオ
ロヘキサンスルホン酸（PFHxS）と
その塩及び PFHxS 関連物質につい
てはリスクの検討が行われ、今後、
新規 POPsとして追加されるかどう
かが議論されます。

＊1　 アルドリン 、ディルドリン 、エンドリン、
クロルデン、ヘプタクロル、トキサフェ
ン、マイレックス、ヘキサクロロベンゼン、
PCB、DDT、ダイオキシン・ジベンゾフラン、
ヘキサクロロベンゼン

＊2　 環境省「日本人における化学物質のばく露
量について2017」
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図表1│条約の規制対象として追加されたPOPs一覧

追加時期 物質名 主な用途 附属書 条約の規制内容 化審法第一種特定
化学物質指定

1

COP4
（2009年5月）

テトラブロモジフェニルエーテル
ペンタブロモジフェニルエーテル

プラスチック
難燃剤 A 製造・使用等の禁止

ただし、含有製品のリサイクルは除外

2010年4月1日

2 クロルデコン 農薬 A 製造・使用等の禁止

3 ヘキサブロモビフェニル（PBB） プラスチック
難燃剤 A 製造・使用等の禁止

4 リンデン 農薬 A
製造・使用等の禁止
ただし、アタマジラミ、疥癬の医薬品用
の製造と使用は除外

5 α－ヘキサクロロシクロヘキサン リンデンの
副生物 A 製造・使用等の禁止

6 β－ヘキサクロロシクロヘキサン リンデンの
副生物 A 製造・使用等の禁止

7 ヘキサブロモジフェニルエーテル
ヘプタブロモジフェニルエーテル

プラスチック
難燃剤 A 製造・使用等の禁止

ただし、含有製品のリサイクルは除外

8 PFOSとその塩
PFOSF

撥水撥油剤
界面活性剤 B

製造・使用等の禁止
（以下の目的・用途を除外する規定あり）
－ 写真感光材料
－ 半導体用途
－ フォトマスク
－ 医療機器
－ 金属メッキ
－ 泡消火剤
－ カラープリンター用電気電子部品
－ 医療用 CCD カラーフィルター など

9 ペンタクロロベンゼン 農薬 A・C ・製造・使用等の禁止
・非意図的生成による排出の削減

10 COP5
（2011年4月） エンドスルファン 農薬 A 製造・使用等の禁止

ただし、個別の適用除外規定あり 2014年5月1日

11 COP6
（2013年4月）

ヘキサブロモシクロドデカ
ン:HBCD 難燃剤 A

製造・使用等の禁止
（以下の用途を除外する規定あり）
－ 建築用のビーズ法発泡ポリスチレン及

び押出発泡ポリスチレンに用いる当該
物質の製造及び使用

2014年5月1日

12 COP7
（2015年5月）

ポリ塩化ナフタレン（塩素数 2～
8 を含む）（PCN）

エンジンオイル
添加剤
防腐剤等

A・C

製造・使用等の禁止
（以下の用途を除外する規定あり）
－ ポリフッ素化ナフタレン（フッ素数 8 

を含む）製造のための使用とそのため
の中間体としての製造

非意図的生成による放出の削減

塩素数が3以上の
ポリ塩化ナフタレ
ンについては
 1979年8月20日

13 ヘキサクロロブタジエン（HCBD） 溶媒 A 製造・使用等の禁止 2005年4月1日

14 COP7
（2015年5月）

ペンタクロロフェノール（PCP）と
その塩及びエステル類 農薬、殺菌剤 A

製造・使用等の禁止
（以下の用途を除外する規定あり）
－ 電柱及びその腕木への使用とそのため

の製造

2016年4月1日

15

COP8
（2017年5月）

デカブロモジフェニルエーテル
（デカ BDE） 難燃剤 A

製造・使用等の禁止
（以下の用途を除外する規定あり）
－ 自動車用部品（動力伝達系、燃料系等）
－ 2022 年 12 月より前に承認を受けた

航空機及びその交換部品
－ 難燃性を有する繊維製品
－ 家電製品に用いられるプラスチック

ケース及び部品の添加剤
－ 断熱性建材用ポリウレタンフォーム

2018年4月1日

16 短鎖塩素化パラフィン
（SCCP） 難燃剤 A

・製造・使用等の禁止
（以下の用途を除外する規定あり）
－ 動力伝達用ベルト添加剤（天然・合成

ゴム産業）
－ ゴム製コンベアベルト用交換部品（鉱

業及び林業用）
－ 皮革用加脂剤
－ 潤滑油添加剤（特に自動車、発電機等

の用途）
等

2018年4月1日

17 ヘキサクロロブタジエン
（HCBD） 溶媒 C 非意図的生成による放出の削減 2005年4月1日
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4

理事　水野玲子

eportR
広がるマイクロカプセルの用途
―もうひとつのマイクロプラスチック汚染問題

　マイクロプラスチックによる海洋
汚染が世界的に大問題となっていま
す。マイクロプラスチック汚染の原
因にはいろいろありますが、そのひ
とつである肌の古くなった角質や汚
れを除去するスクラブ洗顔料や化粧
品に使われるマイクロビーズについ
ては、すでに使用自粛が始まってい
ます。一方、意外と知られていない
のがマイクロカプセルの問題です。
マイクロカプセル（直径数マイクロ
メートル～数ミリメートル）は、プラ
スチック製のカプセルの中に香料や
農薬、食品添加物や薬などを封じこ
め、必要な時にカプセルがはじけて
中身が出る仕組みとなっています。
カプセルの壁剤（膜剤ともいう）に
は、さまざまな種類のプラスチック
（合成樹脂）が使われています。

マイクロカプセルの 
多様な用途

　近年ますますマイクロカプセルの
用途が広がっています（図表1）。
　たとえば医薬品のマイクロカプセ
ル化は、医薬品の劣化や使用回数
を減らすことを目的として始まりまし
た。薬のマイクロカプセルは、DDS
（Drug Delivery System）とよばれ、
患部に到達してピンポイント治療が
できる仕組みで、患者に多大な貢献
をしています。他の用途としては香
料や農薬、柔軟剤を入れたものもあ
り、柔軟剤の中の香料カプセルは空
気中で時間をずらして少しずつ破裂
する仕組みとなっています。
　マイクロカプセルの機能のひとつ
は、温度や圧力などの刺激によっ
て、芯物質の放出のタイミングをコ
ントロールできることで、この技術

は柔軟剤や芳香に徐放技術として
応用されています。また、熱に反応
するマイクロカプセルの壁材は、感
熱インクに応用されています。繊維
では、生地に混合されたマイクロカ
プセルが熱を吸収・放出することで
肌の表面温度を心地よい状態に保
つように設計されています。

柔軟剤・香料の 
マイクロカプセル

　近年、柔軟剤のニオイによる健康
被害を訴える人が激増しています。
最近では柔軟剤にも香料入りのマイ
クロカプセルが使用されています。
香料の健康被害もそうですが、壁材
のプラスチック微粒子が環境中に飛
び散る危険性は、はじめから考慮さ
れていません。
　図表2に示したように、マイクロカ

図表1│多用されるマイクロカプセル

香料・柔軟剤
カプセルがはじけ
て香りが広がる

記録媒体
感熱紙
インク

化粧品
UV吸収
肌浸透力向上

農業
肥料・殺虫剤

食材
生きた菌を腸まで
届ける

塗料
断熱・吸湿・吸音
UV吸収

繊維
衣類の蓄熱・吸熱
防虫

医療薬
患部に薬を届け
ピンポイント治療

芯素材
カプセル中身

カプセル壁材
プラスチック
（合成樹脂）

こんな分野にも
プラスチック製のマイクロカプセル
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プセルの壁材には多様なプラスチッ
クが使用されており、香料について
は多くの企業がメラミン樹脂を使用
しています。一方、富士フイルム
は、HP上の「富士フイルムの香料
マイクロカプセルの特徴」におい
て、同社はウレタン素材のマイクロ
カプセルを40年以上にわたって研究
開発・大量生産しており、香料マイ
クロカプセルの壁材には人や環境に
配慮してホルムアルデヒドフリーの
ウレタン素材を用いている。また、
特に分解あるいは揮散しやすい香料
についてはメラミン樹脂を使用して
いるとしています。したがって、出
回っている生活用品中の香料カプセ
ルの素材は、ウレタン製だけでなく
メラミン樹脂もあることが明らかに
なりました。柔軟剤に含まれるアロ
マカプセルがはじけた時に、空気中
に飛び散る危険性があるのは、ウレ
タンの原料である有毒物質「イソシ

アネートモノマー」だけではないの
です。
　香料カプセルが環境中ではじけて
中身が飛び散る仕組み、それは開発
者にとっては新しい技術進歩の賜物
かもしれませんが、カプセルの壁材
である合成樹脂から、毒性物質が
飛び散る可能性は、まったく想定外
のことのようです。

農薬の 
マイクロカプセル化

　さらに、肥料や殺虫剤、殺鼠剤な
ど、農薬のマイクロカプセル化も進
んでいます。世界のマイクロカプセ
ル化農薬市場規模は、2017年から
の5年間で約1.5倍にも増えると予測
されています。農薬業界は農薬製剤
のマイクロカプセル化は、環境・人
間に対する毒性リスクを減らすため
であるとしていますが、本当にそう
なのでしょうか。

　2008年、島根県の出雲で農薬空
中散布による1000人以上の人の健
康被害者が報告されましたが、この
時使用されていたのは有機リン系農
薬の「スミパインMC」（成分：
フェニトロチオン）でした。このマ
イクロカプセルはウレタン製でした
が、当時は農薬の空中散布が健康
被害の原因である可能性は否定でき
ないとされたものの、このマイクロ
カプセルとの関係は問題にもされま
せんでした。
　農業用の肥料もマイクロカプセル
に入っており、それらが流れ出すこ
とで河川や海のマイクロプラスチッ
ク汚染をさらに深刻にさせていま
す。マイクロカプセルの多様な用途
と利用については、プラスチックご
み問題のひとつとして、安全性と環
境への影響の再検証が必要ではな
いでしょうか。

図表2│マイクロカプセルの壁材と用途

壁材 用途

メラミン樹脂 香料カプセル
潜熱蓄熱物質のカプセル

メラミン・ホルムアルデヒド樹脂 殺虫剤・農薬などのカプセル

尿素・ホルムアルデヒド樹脂 防鼠剤カプセル

ゼラチン（天然高分子） 磁性粉体カプセル・塗料カプセル

ゼラチン・アラビアゴム（天然） 顔料・染料・フォトクロミック

ウレタン樹脂
ポリイソシアネートモノマー

熱応答性カプセル・香料カプセル
透明感熱記録フィルム
フルカラー感熱記録紙

アクリルモノマー 接着剤や顔料のカプセル

シリカ
化粧品カプセル
害虫忌避剤カプセル
抗菌剤カプセル

PLGA（ポリ乳酸・グリコール酸共重合体） 徐放性カプセル
医薬品DDS基材

富士フイルムHPの「マイクロカプセルについて」より一部抜粋し、筆者作成
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事務局からのお知らせ

成長の限界

広報委員長　佐和洋亮

　半世紀以上も前から、人類は、食料・人口・医療・環境問題などに直面
して、その解決に努力してきました。しかし、結果は一向にらちが明かな
かったのです。そこで、世界を代表する経済人の集まりであるローマクラ
ブが、マサチューセッツ工科大学（MIT）のメドウズ博士の研究チーム
にこれらの人類の課題解決の研究の依頼をしました。その結果をまとめた
のが、1972年に出版されたベストセラー『成長の限界』です。
　コンピューターを使ったシステム分析の結果は、驚くべきものでした。
人類の課題は人類の指数関数的（ネズミ算的）生長に起因していること、
そして、人類に関わる全ての指数関数的生長は必ず破綻する、というもの
でした。
　例えば、『成長の限界』では、人口は1970年の37億人から2000年には
60億人に、大気中の二酸化炭素濃度は1970年の321ppmから2000年に
は380ppmに増加すると予測しましたが、現実も、それぞれ、61億人と
370ppm（現在は400ppm）に増加しています。これは、地球の破綻の道
を示しています。比喩話をすれば、毎日2倍の大きさに成長するハス池が
あり、一匹の魚が住んでいます。30日で池はハスで満杯に覆われて、魚
は死んでしまうとします。29日目にハスは池の半分になり、28日目では
まだ4分の1しか覆われていません。27日目なら、ハスは池の全体のまだ8
分の1。魚は、破局がすぐそこまで迫っているのに、30日目が来るまで
は、空気も水も大丈夫だと思っているのです。
　しかし、人類は、このような破滅から自らを救う知恵があります。
2015年、国連総会で全加盟国の賛成を得て採択された「持続可能な開発
目標（SDGs）」。人類全体が共通のビジョンを持ち、その現況に全員で努
力する道を示しています。
　それは、植物学の「生長」と「成長」を使い分ける発想につながりま
す。永遠に生長し続けるのではなく、量的増加を伴わない成長へ、人類は
量的な生長から持続的な成長へ発想を転換すべきです。
 （参照：広島大学名誉教授安藤忠男氏 講演録）

▲

	3月13日	 運営委員会

▲

	4月10日	 運営委員会

◉	地球環境基金助成内定のお知らせ
　3年ぶりに地球環境基金から活動助成
内定の通知をいただきました。
　活動名は「有害化学物質による胎児と
子どもの悪影響を最小限にするための政
策提言と世論喚起活動」。子どもの発達
に影響を与える化学物質に対して規制を
強化する立法提言を行い、一方でそれを
支持する市民を増やす活動を行う予定で
す。海外の最新研究動向を紹介する国際
セミナーの開催や出前講座も予定してい
ます。
　ぜひご協力をよろしくお願いします。


